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木曽川町における変更点 
①「葉栗郡木曽川町」は「一宮市木曽川町」になります。 
②「大字」は削除します。

合併後合併前
一宮市木曽川町門間葉栗郡木曽川町大字門間
一宮市木曽川町黒田葉栗郡木曽川町大字黒田
一宮市木曽川町内割田葉栗郡木曽川町大字内割田
一宮市木曽川町外割田葉栗郡木曽川町大字外割田
一宮市木曽川町三ツ法寺葉栗郡木曽川町大字三ツ法寺
一宮市木曽川町玉ノ井葉栗郡木曽川町大字玉ノ井
一宮市木曽川町里小牧葉栗郡木曽川町大字里小牧

尾西市における変更点 
①「尾西市」は「一宮市」になります。

合併後合併前
一宮市起尾西市起
一宮市小信中島尾西市小信中島
一宮市三条尾西市三条
一宮市篭屋尾西市篭屋
一宮市北今尾西市北今
一宮市東五城尾西市東五城
一宮市西五城尾西市西五城
一宮市冨田尾西市冨田
一宮市明地尾西市明地
一宮市玉野尾西市玉野
一宮市上祖父江尾西市上祖父江
一宮市西中野尾西市西中野
一宮市東加賀野井尾西市東加賀野井
一宮市祐久尾西市祐久
一宮市西萩原尾西市西萩原
一宮市蓮池尾西市蓮池
一宮市開明尾西市開明

一宮市における変更点 
①「大字」は削除します。 
②地番表示で「の」は削除します。 
　「○○番地の△△」→「○○番地△△」

合併後合併前
一宮市一宮一宮市大字一宮
一宮市大毛一宮市大字大毛
一宮市光明寺一宮市大字光明寺
一宮市笹野一宮市大字笹野
一宮市佐千原一宮市大字佐千原
一宮市更屋敷一宮市大字更屋敷
一宮市島村一宮市大字島村
一宮市杉山一宮市大字杉山
一宮市高田一宮市大字高田
一宮市田所一宮市大字田所
一宮市富塚一宮市大字富塚
一宮市浅野一宮市大字浅野
一宮市大赤見一宮市大字大赤見
一宮市北小渕一宮市大字北小渕
一宮市小赤見一宮市大字小赤見
一宮市春明一宮市大字春明
一宮市定水寺一宮市大字定水寺
一宮市瀬部一宮市大字瀬部
一宮市時之島一宮市大字時之島
一宮市西大海道一宮市大字西大海道
一宮市丹羽一宮市大字丹羽
一宮市馬見塚一宮市大字馬見塚
一宮市南小渕一宮市大字南小渕
一宮市柚木颪一宮市大字柚木颪

◎新市の住所表示　　

　　平成17年　月　日、新「一宮市」が誕生し、現在の住所表示が下記のとおり変更されます。4 1
　　これに伴う各種手続の取扱いについて、主なものをご紹介します。

住所表示変更に伴う諸手続について

【ご注意いただく点】
※変更手続が必要なものは、合併日の　月　日以降に行っていただくことになりますが、表中の問合せ先は現4 1
時点のものです。
※変更手続の際、「住所変更証明書（仮称）」が必要となる場合がありますが、これにつきましては、　 月　日4 1
以降新市において発行します。（手数料は無料です。）
※手続等の詳細についてはそれぞれの問合せ先にご確認をお願いします。
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮市市民課記録係 
　内線２３０４・２３０５・２３１０
尾西市市民課戸籍住民係 
　内線２１１２～２１１４
木曽川町住民課戸籍住民係
　内線３３１～３３６

　手続の必要はありません。

不要住民票

不要
一宮市・尾西
市・木曽川町
に本籍のある
方

戸籍謄（抄）本等

一宮市市民課窓口係
　内線２３０２・２３０３
尾西市市民課戸籍住民係
　内線２１１２～２１１４
木曽川町住民課戸籍住民係
　内線３３１～３３６

　手続の必要はありません。
　現在お持ちの印鑑登録証（手帳）及
び印鑑登録カードは、合併後一宮庁舎・
尾西庁舎・木曽川庁舎及び出張所へご
来庁の際に新しい印鑑登録カードと交
換します。
　交換の際には、本人確認ができる書
類等と受領印を持参してください。

不要登録証所有者印鑑登録証

一宮市市民課庶務係
　内線２３０６～２３０８
尾西市市民課戸籍住民係
　内線２１１２～２１１４
木曽川町住民課戸籍住民係
　内線３３１～３３６

　手続の必要はありません。
　合併後、一宮庁舎へご来庁の際に変
更記載をします。

不要登録証明書所
有者外国人登録証明書

一宮市市民課記録係 
　内線２３０４・２３０５・２３１０
尾西市市民課戸籍住民係
　内線２１１２～２１１４
木曽川町住民課戸籍住民係
　内線３３１～３３６

　手続の必要はありません。 
　合併後、一宮庁舎・尾西庁舎・木曽
川庁舎及び出張所へご来庁の際に変更
記載をします。
　尾西市・木曽川町で発行した住民基
本台帳カードをお持ちの方で新市名に
変更を希望される方は新しいカードと
交換します。

不要カード所有者住民基本台帳カード

一宮市保険年金課年金係 
　内線２３５１～２３５３
尾西市市民課年金係
　内線２１２６
木曽川町住民課国民年金係
　内線３３８・３４０

　手続の必要はありません。不要年金手帳所有
者年金手帳の住所変更

一宮市保険年金課給付係
　内線２３４３～２３４５
尾西市市民課
国民健康保険係
　内線２１２１・２１２２
木曽川町住民課
国民健康保険係
　内線３３７・３３９・３４１・３４２

①一宮市が交付した国民健康保険証を
お持ちの方：平成１８年８月３１日まで現
在のものが使用できます。
②尾西市、木曽川町が交付した国民健
康保険証をお持ちの方：平成１７年７月
３１日まで現在のものが使用できます。
平成１７年８月１日から使っていただく
新しいものを７月に送付します。

不要被保険者証所
有者

国民健康保険被保険
者証
（国民健康保険証）

国民健康保険退職被
保険者証

　手続の必要はありません。
　平成１７年７月３１日まで現在のものが
使用できます。

不要認定証所有者国民健康保険標準負
担額減額認定証

①一宮市が交付した受療証をお持ちの
方：このまま現在のものが使用できま
す。
②尾西市、木曽川町が交付した受療証
をお持ちの方：平成１７年７月３１日まで
現在のものが使用できます。平成１７年
８月１日から使っていただく新しいも
のを７月に送付します。

不要受療証所有者国民健康保険特定疾
病療養受療証

　手続の必要はありません。　
　平成１７年７月３１日まで現在のものが
使用できます。

不要認定証所有者
国民健康保険限度額
適用・標準負担額減
額認定証

　平成１７年７月３１日まで現在のものが
使用できます。平成１７年８月１日から
使っていただく新しいものを７月に送
付します。 

不要受給者証所有
者

国民健康保険高齢受
給者証

◎市役所・役場関係　連絡先（代表）一宮市役所：A７３－９１１１　尾西市役所：A６２－８１１１　木曽川町役場：A８７－１１１１
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮市保険年金課
福祉医療係 
　内線２３４８・２３４９・２３５５ 

尾西市市民課福祉医療係 
　内線２１２４・２１２５

木曽川町福祉環境課
社会福祉係 
　内線３８４・３８７・３８８

①一宮市が交付した受給者証をお持ち
の方：このまま現在のものが使用でき
ます。
②尾西市、木曽川町が交付した受給者
証をお持ちの方：平成１７年７月３１日ま
で現在のものが使用できます。平成１７
年８月１日から使っていただく新しい
ものを７月に送付します。

不要受給者証所有
者

老人保健法医療受給
者証

　平成１７年７月３１日まで現在のものが
使用できます。平成１７年８月１日から
使っていただく新しいものを７月に送
付します。 

不要認定証所有者
老人医療の限度額適
用･標準負担額減額
認定証

①一宮市が交付した受療証をお持ちの
方：このまま現在のものが使用できま
す。
②尾西市、木曽川町が交付した受療証
をお持ちの方：平成１７年７月３１日まで
現在のものが使用できます。平成１７年
８月１日から使っていただく新しいも
のを７月に送付します。

不要受療証所有者老人保健特定疾病療
養受療証

①一宮市が交付した受給者証をお持ち
の方：このまま現在のものが使用でき
ます。
②尾西市、木曽川町が交付した受給者
証をお持ちの方：平成１７年４月３０日ま
で現在のものが使用できます。平成１７
年５月１日から使っていただく新しい
ものを４月に送付します。

不要

受給者証所有
者

乳幼児医療費受給者
証

①一宮市が交付した受給者証をお持ち
の方：現在使用されているものは、平
成１８年１月３１日まで有効期間がありま
すが、平成１７年８月１日から使ってい
ただく新しいものを７月に送付します。
②尾西市が交付した受給者証をお持ち
の方：現在使用されているものは、平
成１９年７月３１日まで有効期間がありま
すが、平成１７年８月１日から使ってい
ただく新しいものを７月に送付します。
③木曽川町が交付した受給者証をお持
ちの方：平成１７年７月３１日まで現在の
ものが使用できます。平成１７年８月１
日から使っていただく新しいものを７
月に送付します。

不要障害者医療費受給者
証

　平成１７年４月３０日まで現在のものが
使用できます。平成１７年５月１日から
使っていただく新しいものを４月に送
付します。

不要精神障害者医療費受
給者証

　平成１７年７月３１日まで現在のものが
使用できます。平成１７年８月１日から
使っていただく新しいものを７月に送
付します。 

不要母子家庭等医療費受
給者証

不要証明書所有者福祉給付金受給資格
証明書兼支払証明書

一宮市市民税課
市民税第２係
　内線２２１０・２２１１
尾西市税務課市民税係
　内線１１６４・１１６５
木曽川町税務課町民税係
　内線２８１・２８２・２８４・２８６　手続の必要はありません。

不要課税対象法人
法人市民税に係る法
人等の異動（変更）
届出書

不要特別徴収義務
者

市県民税に係る特別
徴収義務者の所在地
・名称変更届出書

一宮市収税課納組係
　内線２２４２～２２４４
尾西市収納課収納係
　内線１１５２～１１５４
木曽川町税務課収納係
　内線２９０～２９２

不要登録者税等の口座振替・引
落登録
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮市市民税課税制係
　内線２２０２・２２０３
尾西市税務課窓口庶務係
　内線１１６６
木曽川町税務課住民税係
　内線２８１・２８２・２８８

　手続の必要はありません。 
　交付済のナンバープレートは、合併
後も使用できます。 
　希望者には一宮市のナンバープレー
トに変更します。（自賠責保険加入シー
ルは保険会社に再発行申請） 

不要

原動機付自転
車（１２５Ù以
下）、小型特殊
自動車（農耕
作業用等）の
所有者

標識交付証明書の住
所変更、ナンバープ
レートの交換

一宮市福祉課障害福祉係
　内線２４０６・２４０７

尾西市福祉課福祉係
　内線２１４６・２１４７

木曽川町福祉環境課
社会福祉係
　内線３８４・３８６

　現在のものでも使用できますが、希
望される方は住所変更の手続をしてく
ださい。

不要手帳所持者

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者福祉手帳

戦傷病者手帳

　手続の必要はありません。 不要制度加入者及
び年金受給者

愛知県心身障害者扶
養共済制度

　現在のものでも使用できますので、
手続の必要はありません。
　合併後、更新時に新しいものにしま
す。　

不要患者票所持者精神障害者通院医療
費公費負担患者票

不要

受給者証所持
者

身体障害者居宅受給
者証

不要身体障害者施設受給
者証

不要知的障害者居宅受給
者証

不要知的障害者施設受給
者証

不要児童居宅受給者証

　手続の必要はありません。

不要
受給者

心身障害高校生奨学
金･心身障害者技能
習得奨励金

不要在宅重度障害者手当

不要貸付金対象者障害者住宅整備資金
貸付金

一宮市子育て支援課
子ども支援係
　内線２４３３・２４３４
尾西市児童課児童保育係
　内線２１３２～２１３４
木曽川町福祉環境課
社会福祉係
　内線３８４・３８９

　現在のものでも使用できますので、
手続の必要はありません。
　合併後、更新時に新しいものにしま
す。

不要
受給者証所持
者及び新規申
請者

児童扶養手当受給者
証

不要特別児童扶養手当受
給者証

一宮市子育て支援課庶務係
　内線２４３２
尾西市児童課児童保育係 
　内線２１３１ 
木曽川町福祉環境課
児童福祉係
　内線３８４・３８５

　手続の必要はありません。不要在園者及び新
規入園者

保育園への住所変更
手続

一宮市高年福祉課管理係
　内線２４１３・２４１４・２４１９
尾西市福祉課介護保険係
　内線２１４３～２１４５
木曽川町保健センター
（保健長寿課介護保険係）
　A８６－１６１１

　手続の必要はありません。 
　合併時に新しいものを速やかに送付
します。（尾西市・木曽川町のみ）

不要保険者証所有
者介護保険被保険者証
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮市高年福祉課庶務係 
　内線２４１２・２４１８

尾西市福祉課介護保険係
　内線２１４３～２１４５

木曽川町保健センター
（保健長寿課介護保険係）
　A８６－１６１１

　手続の必要はありません。
　合併時に新しいものを速やかに送付
します。（尾西市･木曽川町のみ）

不要

認定証所有者

介護保険標準負担額
減額認定証

　法施行時の訪問介護利用者軽減につ
いては、平成１７年３月３１日をもって制
度終了。
　障害者ホームヘルプサービス利用者
軽減については未定。継続する場合は、
住所変更の手続は必要ありません。
　認定者については、合併時に新しい
ものを速やかに送付します。

不要

訪問介護利用者負担
額減額認定証（法施
行時の訪問介護利用
者等の利用者負担額
軽減措置）

　手続の必要はありません。
　認定者については、合併時に新しい
ものを速やかに送付します。（尾西市･
木曽川町のみ）

不要確認証所有者

社会福祉法人等利用
者負担減免確認証
（社会福祉法人等に
よる利用者負担の減
免措置）

一宮市保健センター
（健康づくり課庶務係）
　A７２－１１２１ 
尾西市環境ごみ対策課
環境管理係
　内線１１１３・１１１４ 
木曽川町福祉環境課
公害衛生係
　内線３８１・３９１

　手続の必要はありません。不要犬の飼い主犬の飼い主の住所変
更

一宮市保健センター
（健康づくり課保健指導係）
　A７２－１１２１ 
尾西市保健センター健康係
　内線２３０２～２３０５ 
木曽川町保健センター
（保健長寿課保健係）
　A８６－１６１１

　手続の必要はありません。
　ご自分で訂正してください。

不要

手帳所持者

母子健康手帳

不要健康手帳

一宮市農業委員会事務局
　内線２６９２・２６９３
尾西市商工農政課農業係
　内線１１４４～１１４６
木曽川町経済課農政係
　内線４１１・４１７

　手続の必要はありません。
　なお、お手持ちの農業者年金証書は、
手続を行わなくても有効です。

不要被保険者・受
給者

農業者年金（被保険
者・受給者）

一宮市教育委員会
総務課庶務係
　内線２７０２・２７０３・２７０６
尾西市教育委員会
学校教育課庶務係
　内線２２０３
木曽川町教育委員会教育課
　A８６－６６０２

手続の必要はありません。

不要在学者市・町立小・中学校
への住所変更手続

一宮市教育委員会
学校教育課庶務係
　内線２７１２・２７１３
尾西市教育委員会
学校教育課庶務係
　内線２２０３
木曽川町教育委員会教育課
　A８６－６６０２

不要受給者
市・町立小・中学校
の児童及び生徒の就
学援助

一宮市立豊島図書館
　A７２－２３４３
尾西市立図書館
　A６２－８１９１
木曽川町立玉堂記念図書館
　A８４－２３４６

不要カード所持者図書館利用者カード

一宮市消防本部
　A７２－１１９１
尾西市消防本部
　A６２－３１３２
木曽川町消防本部
　A８７－０１１９

不要免状所有者危険物取扱者免状、
消防設備士免状
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮市会計課出納係
　内線２２６３
尾西市会計課出納係
　内線１１０２
木曽川町収入役室
　内線２６２～２６４

手続の必要はありません。

不要債権者口座振替支払請求書

一宮市建築住宅課住宅係
　内線２６１２・２８５５・２８５６
尾西市建築課市営住宅係
　内線１３６４
木曽川町福祉環境課
社会福祉係
　内線３８４

不要納付書所有者市・町営住宅家賃・
使用料納付書

不要入居者市・町営住宅

一宮市水道部業務課業務係
　内線２８１４・２８１５
尾西市水道課庶務料金係
　A６１－１２８１
木曽川町水道課業務係
　A８７－３２７２

不要依頼者
水道料金・下水道使
用料の口座振替依頼
書

不要送付先者水道料金等請求書送
付先の変更連絡

一宮市水道部業務課業務係
　内線２８１４・２８１５
一宮市水道部工務課管理係
　A７３－３１６５
尾西市水道課庶務料金係
　A６１－１２８１
木曽川町水道課業務係
　A８７－３２７２

不要所有者給水装置所有者異動
届

一宮市水道部業務課業務係
　内線２８１４・２８１５
尾西市下水道課排水設備係
　A６１－３３４１
木曽川町下水道課業務係
　内線３５１・３５２・３５７

不要受益者下水道事業受益者負
担金

一宮市地域ふれあい課
　内線２１４２
尾西市総務課庶務係
　内線２２２８
木曽川町総務課行政係
　内線２３４

不要

地方自治法第
２６０条の２第
１項に基づき
認可された地
縁団体

認可地縁団体の所在
地及び区域並びに代
表者の住所変更

一宮市選挙管理委員会
事務局
　内線２６７２・２６７３
尾西市選挙管理委員会
事務局
　内線２２２６
木曽川町選挙管理委員会
事務局
　内線２３３

不要証明書所有者郵便等投票証明書
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮警察署交通課
　A２４－０１１０
尾西幹部交番
　A６２－３７００
運転免許試験場（平針）　
　A０５２－８０１－３２１１

　免許証の本籍・住所の記載事項の変
更届出は、更新時に変更してください。
　なお、希望される方は、更新前に手
続をすることができます。

不要免許証所持者自動車運転免許証

一宮警察署
生活安全課保安係
　A２４－０１１０

　手続の必要はありませんが、更新等
でご来署の際に変更していただくこと
をお勧めします。 
　なお、希望される方は、更新前に手
続をすることができます。

不要許可証所有者
銃砲刀剣類所持許可
証の本籍、住所の変
更

一宮警察署交通課
　A２４－０１１０

　手続の必要はありません。不要

許可証等所有
者

自動車保管場所証明
証

　手続の必要はありません。
　更新の際に変更できます。

不要駐車許可証

不要通行禁止道路通行許
可証

　許可期間が短期のため、手続の必要
はありません。

不要道路使用許可証

不要制限外積載許可証

不要設備外積載許可証

不要荷台乗車許可証

不要制限外けん引許可証

　手続の必要はありません。
　発行の際に変更できます。不要緊急通行車両事前届

出証

愛知県旅券センター
　A０５２－５６３－０２３６

　手続の必要はありません。
　ご自分で裏表紙の所持人記入欄の現
住所を訂正してください。ただし、ほ
かの欄を訂正すると無効になりますの
でご注意ください。

不要旅券取得希望
者及び所有者

旅券（パスポート）
に係る申請、住所変
更

愛知県尾張事務所
環境保全課
　A０５２－９６１－７２１１

　手続の必要はありません。

不要申請者狩猟免許等の登録申
請

愛知県一宮保健所
環境衛生課
　A７２－０３２１

不要

許可証所有者

興行場の営業許可申
請書記載事項変更等
の届出及び地位を継
承した届出

不要
旅館業の許可申請事
項の変更及び承継承
認申請

不要
公衆浴場の営業許可
申請書記載事項の変
更等の届出及び営業
許可の承継届出

不要
届出者

美容所の届出事項の
変更届出及び地位の
承継届出

不要理容所の届出事項の
変更届及び承継届出

◎県 関 係
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

愛知県一宮保健所
環境衛生課
　A７２－０３２１

　手続の必要はありません。

不要届出者
クリーニング業の届
出事項の変更届出及
び地位の承継届出

愛知県一宮保健所
食品衛生課
　A７２－０３２１

不要許可証所有者

食品営業の許可申請
（承継届出）事項の
変更届及び申請（届
出）事項の変更届出、
許可営業者の地位の
承継届出

愛知県一宮保健所
総務企画課
　A７２－０３２１

　手続の必要はありません。
　更新の際に変更できます。

不要

受給者証所持
者

特定疾患治療研究事
業医療受給者証の書
換え

不要
スモンに対するはり、
きゅう及びマッサー
ジ治療研究事業受給
者証の書換え

不要
先天性血液凝固因子
障害等治療研究事業
受給者証の書換え

愛知県健康福祉部
健康対策課
　A０５２－９６１－２１１１
愛知県一宮保健所
総務企画課
　A７２－０３２１

　手帳の住所は現在のままでも差し支
えありませんが、医療機関において、
各種健康保険証と住所表記が異なると
問題になる可能性がありますので、保
健所へ来所の折りに変更手続を行って
ください。

要手帳所持者
被爆者健康手帳所持
者の手帳等記載事項
の変更

愛知県健康福祉部
児童家庭課
　A０５２－９６１－２１１１

　手続の必要はありません。

不要貸付金対象者母子寡婦福祉資金貸
付金事務

愛知県教育委員会
高等学校教育課
　A０５２－９６１－２１１１

不要

受給者

愛知県高等学校等奨
学金の異動届

不要
高等学校定時制課程
及び通信制課程修学
奨励金の異動届



9

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会だより�

問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

中部運輸局愛知運輸支局
小牧自動車検査登録事務所
　A０５６８－７３－４１３１

　あえて住所変更の手続は必要ありま
せん。
　なお、新市名に変更を希望される方
は、新市で発行する住所変更の証明書
等を添付して申請することができます。
　本人が直接申請する場合、申請手数
料は無料ですが、申請用紙代金（３５円）
が負担となります。
　申請書には押印が必要です。
　※転売・抹消登録等の場合は、右記
機関へ問い合わせ願います。

不要
自動車、大型
バイク所有者、
使用者

普通自動車、大型バ
イク（２５１Ù以上）の
住所変更

軽自動車協会小牧分室
　A０５６８－４３－１４０６

　希望される方は予め右記機関へ問い
合せ願います。不要小型バイク所

有者、使用者
小型バイク（１２６Ù～
２５０Ù）の住所変更

軽自動車検査協会
愛知主管事務所小牧支所
　A０５６８－７５－３４６４

　手続の必要はありません。 
　なお、新市名に変更を希望される方
は、新市で発行する住所変更の証明書
等を添付して申請することができます。
　本人が直接申請する場合、申請手数
料は無料ですが、申請用紙代金（４０円）
が負担となります。 
　※転売・抹消届出等の場合は、右記
機関へ問い合わせ願います。

不要軽自動車所有
者、使用者軽自動車の住所変更

名古屋法務局一宮支局
　A７１－０６００
※一宮支局管轄外の不動産
については、その不動産
所在地を管轄する法務局。

　ただし、会社・法人につ
いては、本店・支店の所
在地を管轄する法務局

　所在変更の手続は必要ありません。
　法務局で順次修正します。不要

不動産（土地登記簿
・建物登記簿）の所
在変更

　住所変更の手続は必要ありません。
　合併前の市町名を合併後の市町名に
読み替える「みなし規定」により登記
簿上の変更は行いません。
　なお、新市名に変更を希望される方
や都合により住所変更の登記が必要な
方は、新市で発行する住所変更の証明
書等を添付して変更登記をすることが
できます。
　この場合、登録免許税は免除されま
す。

不要

一宮市・尾西
市・木曽川町
に住所のある
方で、土地・
建物を所有し
ている方

土地登記簿・建物登
記簿等の所有者の住
所変更

　住所変更の手続は必要ありません。 
　合併前の市町名を合併後の市町名に
読み替える「みなし規定」により登記
簿上の変更は行いません。
　なお、新市名に変更を希望される方
や都合により住所変更の登記が必要な
方は、新市で発行する住所変更の証明
書等を添付して変更登記をすることが
できます。

不要

土地・建物の
登記簿に抵当
権、地上権、
賃借権、仮登
記等の権利者
として旧市町
名で登記され
ている方

抵当権者等の住所等
の変更

　本店並びに代表者の住所の変更手続
は必要ありません。
　法務局で順次修正します。

不要

一宮市・尾西
市・木曽川町
に本店のある
会社等及びそ
の代表者（代
表取締役、代
表理事等）

会社等（商業登記簿・
法人登記簿等）の本
店（主たる事務所）
所在地及び役員等の
住所

◎国 関 係　　
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

一宮社会保険事務所
　A４５－１４１１

　手続の必要はありません。
　社会保険庁で４月中に一括変更され
ます。

不要
国民年金、厚
生年金の被保
険者及び受給
者

国民年金・厚生年金
の住所変更

　手続の必要はありません。

不要

各証書の所有
者

遺族基礎年金証書

不要障害基礎年金証書

不要通算老齢年金証書

不要寡婦年金証書

不要老齢年金証書

不要障害年金証書

不要母子年金証書

不要五年年金証書

不要老齢福祉年金証書

　尾西市・木曽川町に所在地を有する
適用事業所の被保険者に係る健康保険
被保険者証は、記号が変更となるため
更新が必要になります。
　手続については、一宮社会保険事務
所から、事業主を経由して行われます。
　ただし、一宮市の事業所については、
保険証の更新はありません。

要
尾西市・木曽
川町に所在地
を有する事業
所にお勤めの
方

政府管掌健康保険の
被保険者

　手続の必要はありません。
　保険証の住所は、個人で訂正してく
ださい。

不要

一宮市・尾西
市・木曽川町
以外に所在地
を有する事業
所にお勤めの
方

愛知県国民年金基金
　A０５２－２３２－６２４７
　K０１２０－４３６３７３　手続の必要はありません。

不要基金の加入者
及び受給者

国民年金基金の住所
変更

総務省人事・恩給局
　A０３－５２７３－１４００不要受給者恩給受給者住所
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問　合　せ　先手　続　方　法　等対象者等件　　　名
要・不要

郵便局

　郵便番号に変更はありません。不要郵便番号

　手続の必要はありません。

不要貯金者郵便貯金通帳

不要契約者簡易保険

不要所有者キャッシュカード 
（郵便局）

ＮＴＴ西日本 
　局番なし１１６ 
※ＮＴＴ以外の電話につい
ては、契約電話会社にお問
い合わせください。

　電話番号に変更はありません。不要電話番号

　手続きの必要はありません。 不要

電話契約者

電話番号に関する住
所、電話帳加入者の
住所

　手続の必要はありません。 
　ただし、住所変更に伴い会社名を変
更した場合は契約者名義の変更をしま
すので届出願います。

不要加入電話に関する契
約

各共済組合　手続については、各共済組合に確認
してください。

年金の加入者
及び受給者共済年金の住所変更

各健康保険組合　手続については、各健康保険組合に
確認してください。

保険の被保険
者（任意継続
被保険者を含
む）

組合健康保険の被保
険者

各契約先
　各規約等に定める期限・方法により
ますので、各契約先に確認してくださ
い。

株券・社債等
の有価証券所
有者及び生命
・損害保険等
加入者

各種有価証券、保険
証書等

各金融機関　手続については、各金融機関に確認
してください。預金者等

預金通帳、定期預金
証書等

キャッシュカード
（預金の払い戻し等
に利用）

各金融機関
各クレジット会社

　各社とも対応が異なりますので、詳
細については各窓口へ確認してくださ
い。

カード所有者

クレジットカード
（買物代金等の決済
に利用し、後日契約
会社から請求のある
もの）

◎その他関係　　
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１６

１１

協
議
会
だ
よ
り
は
第
７
号
で
は
な
く
、

第
８
号
の
誤
り
で
し
た
。

　

こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会だより�

12

〒491－8501　一宮市本町2丁目5番6号（一宮市役所西分庁舎２階）�
TEL・FAX（共通）　0586－73－1031�
ホームページアドレス　ht tp : //www. ibk -ga ppe i . j p /�
Eメールアドレス　in fo@ ibk -ga ppe i . j p

各市町の合併担当課は�
　一宮市企画部企画政策課　TEL 73－9111　内線2112�
　尾西市企画部企画政策課　TEL 63－4815　（直通）�
　木曽川町総務部企画課　TEL 87－1111　内線220�
�

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会事務局�

新市建設計画・資料�
は閲覧できます。�

　新市建設計画および協議会等で用�

いた資料・会議録は、協議会事務局�

または各市町の資料コーナー等で閲�

覧ができますので、ご利用ください。�

＊お知らせ＊�

　

当
協
議
会
は
、
地
域
の
皆
様
に
積

極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
た
め
、
原

則
と
し
て
協
議
会
を
公
開
し
て
い
ま

す
。
ど
な
た
で
も
傍
聴
が
で
き
ま
す

の
で
、
是
非
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。
な
お
、
会
場
の
都
合
上
、
傍

聴
人
数
は
先
着
順
で　

名
と
さ
せ
て

３０

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
情
報
を
！

　

一
宮
市
・
尾
西
市
・
木
曽
川
町
の

合
併
に
つ
い
て
ご
意
見
、
ご
質
問
の

あ
る
方
は
、お
気
軽
に
下
記
一
宮
市
・

尾
西
市
・
木
曽
川
町
合
併
協
議
会
事

務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
協
議

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
情
報
を
提

供
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ア
ク
セ
ス

し
て
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
・
ご
質
問
を　
　
　
　

　
　
　
　

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

お
詫
び
と
訂
正　
　


